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令和８年度 観光・産業連携拠点整備基本設計等業務委託プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

この実施要領は、愛川町（以下、「発注者」という。）が、令和８年度 観光・産業連携拠点

整備基本設計等業務委託を実施するにあたって公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」

という。）により受注者を選定するための手続き等について必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

（１） 業務名称 

令和８年度 観光・産業連携拠点整備基本設計等業務委託 

（２） 業務内容 

別添「令和８年度 観光・産業連携拠点整備基本設計等業務委託仕様書」参照 

（３） 業務委託の期間 

契約締結の日から令和９年３月３０日（火）まで 

（４） 業務委託の金額（上限額） 

２７,２８９,９００円（消費税を含む） 

 

３ 参加資格要件 

  本業務に提案しようとする事業者は、次の資格（資格及び条件）をすべて満たしていること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者等経営状態が著しく

不健全である者でないこと。 

（３） 本要領の公表日から企画提案書提出期限までの間に、町から指名停止を受けていないこと。 

（４） 愛川町暴力団排除条例（平成２３年愛川町条例第１６号。以下「町暴力団排除条例」とい

う。）第２条第４号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）と認められない

こと、又は、法人等（法人又は団体をいう。）である場合には、同条第５号に規定する暴力

団経営支配法人等と認められないこと。 

（５） 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下「県暴力団排除条例」

という。）第２３条第１項に違反したと認められないこと。 

（６） 県暴力団排除条例第２３条第２項に違反したと認められないこと。 

（７） 町暴力団排除条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこ

と、又は参加する者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代

表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと。 

（８） 愛川町契約規則に基づく令和７年・８年度競争入札参加資格認定業者として認定されてい
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ること。 

（９） 品質マネジメントシステムの国際規格である、ISO9001の認証を取得していること。 

（１０） 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である、ISO27001（日本工業規格 JIS 

Q 27001）の認証を取得していること。 

（１１） 環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001の認証を取得していること。 

 

４ プロポーザル実施スケジュール 

内  容 日  程 

実施要領公表  ４月２８日（火）～５月１１日（月） 

参加表明書提出期限  ５月１１日（月）午後５時 

参加表明者への選定･非選定通知 ５月１３日（水） 

質問書の受付期間  ５月１８日（月）午後５時 

質問に対する回答  ５月２０日（水） 

提案書等の提出期限  ６月 １日（月）午後５時 

プレゼンテーションの実施  ６月 ５日（金）予定 

審査結果通知  ６月 ９日（火）予定 

契約の締結及び結果の公表  ６月１２日（金）予定 

 

５ 実施要領交付期間および交付方法 

交付期間：令和８年４月２８日（火）～５月１１日（月） 

交付方法：町ホームページにて交付 

 

６ プロポーザル参加表明書の提出 

（１） プロポーザル参加表明書（様式１） 

本業務に参加意思があるものは、プロポーザル参加表明書を提出すること。 

（２） 提案者の概要（会社概要）（様式２） 

提案者の会社概要を記載すること。 

なお、３ 参加資格要件の（９）～（１１）の取得状況については、提案者の任意書式に

て写しの添付をすること。 

（３） 提案書の提出者に求める参加資格（様式３） 

本業務の参加資格として求める以下の業務の実績(最大１０件)を記載すること。 

国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人またはその他の法人が発注し

た、都市公園法に基づく近隣公園規模以上の都市公園に関する設計を基本としたコンサルテ

ィング業務を行った実績があること。ただし、対象とする実績は、日本国内の業務かつ令和

３年４月１日から令和８年３月３１日までに業務が完了したもの（共同企業体の構成員とし

て行った場合においては、代表者として行ったもの）に限る。 
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７ 提案書の提出者に関する選定通知及び非選定通知 

提出されたプロポーザル参加表明書の内容に基づき、提案書の提出者を選定し、その結果に

ついて通知する。 

なお、プロポーザルは１者であっても成立するものとし、最低基準点を満たした場合は優先

交渉権者とする。 

また、プロポーザル参加表明書の提出者が５者を超える場合は、首都圏、同規模自治体での

実績等に基づき、５者程度に絞り込む場合がある。 

 

８ 質問の受付 

（１） 質問受付期間 

令和８年５月１８日（月）午後５時まで 

（２） 質問の受付 

様式９に必要事項を記入し、電子メールにて送付すること。電話、面談等による質問は受

け付けないものとする。 

（３） 回答方法について 

以下の回答予定日までに、町ホームページにて公表する。 

質問の回答予定日 令和８年５月２０日（水） 

（４） 質問窓口 

愛川町役場 総務部 政策秘書課 

E-mailアドレス：seisaku@town.aikawa.kanagawa.jp 

 

９ 提案書等の提出 

（１） 企画提案書 

下記について記載し、企画提案書の表紙（正本：様式４、副本：様式５）を付けて綴じ込

んで提出すること。なお、様式５には発注者が指示する提案者番号を記載すること。 

① 業務実施体制等（様式６） 

・管理技術者、担当技術者の氏名、所属、役職、担当する分担業務を記入すること。 

・管理技術者、担当技術者については、本業務に参加表明した企業に所属する者とし、

管理技術者と担当技術者の兼務は認めない。 

 

② 担当者の実績等（様式７） 

・管理技術者、担当技術者についての経歴、実績等を記載すること。 

・保有資格については、資格証明書の写しを添付すること。 

・管理技術者は、技術士（建設部門：都市及び地方計画）又はRCCM（都市計画及び地方

計画）又はRCCM（造園）の有資格者であり、国、地方公共団体、公共法人、国土交通

省令で定める法人またはその他の法人が発注した、近隣公園規模以上の都市公園に関

する設計を基本としたコンサルティング業務に、管理技術者として関わった実績を有

する者を配置すること。 

・主たる担当技術者は、国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人また
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はその他の法人が発注した、都市公園法に基づく近隣公園規模以上の都市公園に関す

る設計を基本としたコンサルティング業務に、担当技術者として関わった実績を有す

る者を配置すること。 

・対象とする業務実績は、日本国内の業務かつ令和３年４月１日から令和８年３月３１

日までに業務が完了したものに限る。 

・担当技術者のうち１名以上、１級建築士の有資格者を配置すること。 

・担当技術者のうち１名以上、測量士の有資格者を配置すること。 

③ 企画提案書（様式８） 

・企画提案内容について、次の表を参照し作成すること。 

・全体でＡ４判８ページ以内で作成すること。また、利用する文字のサイズは１０pt以

上とすること（図表に用いる文字サイズは、８pt以上としても良い）。 

・写真、イラスト等の使用、フォントの種類等は問わないが、提案書はカラー印刷とす

る。 

 

表 企画提案書記載事項 

提案項目 記載事項 評価のポイント 

業務実施

方針 

・業務の実施方針、業務

フロー、業務工程等を

提案すること 

・本業務の背景を理解し、業務の目的や趣旨に

照らし合わせて、妥当な実施方針の提案とな

っているか 

・業務工程は適切であるか 

業務提案

内容 

・業務の実施内容・方法

等について仕様書に示

す業務ごとに提案する

こと 

・その他有益な提案があ

る場合は記載すること 

・本業務の目的・趣旨に照らし合わせて、妥当

な取組の提案となっているか 

・提案された取組は具体的かつ実現可能で効果

的なものとなっているか 

・業務の効果を高めるその他の有益な提案があ

るか 

 

（２） 見積書（様式自由） 

Ａ４判にて作成し提出するとともに、「令和８年度 観光・産業連携拠点整備基本設計等

業務委託仕様書」に定める、第７条から第１２条に定める業務ごとの内訳も記載すること。 

 

１０ 提案のプレゼンテーション 

提案者は、次のとおりプレゼンテーションを行い、企画提案書における技術提案について

の説明を行う。 

・開催日は、令和８年６月５日（金）を予定する。 

・開催時間、場所、その他の詳細については、プロポーザル参加表明書等の確認後、通知

する。 

・提案書の説明２０分、質疑応答１０分とする。 
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・上記の時間とは別に、セッティング時間として５分程度の時間を設ける。 

・プロジェクター及びスクリーンは発注者が用意する。（※使用は提案者の自由とす

る。） 

・プロジェクター等を使用する場合、提案者が所有するパソコンを使用することとし、当

日、パソコンとプレゼンテーション資料（パワーポイント等）を持参すること。 

・プレゼンテーション資料（パワーポイント等）の事前の提出は求めない。 

・プレゼンテーション資料（パワーポイント等）は、事前に提出された提案書に記載のな

い事項は評価の対象としない。 

・追加の資料配布（紙媒体）は認めない。 

・原則として、説明者は本業務を受託した際の配置予定の管理技術者又は担当技術者とする。 

・出席者は説明者含め３名までとし、管理技術者は社会通念上やむを得ないと判断される

場合を除き、必ず出席するものとする。 

 

１１ 提案書の審査 

（１） 審査方法 

別途定める「令和８年度 観光・産業連携拠点整備基本設計等業務委託プロポーザル評価

基準」に基づき審査を行う。 

（２） 審査結果 

・最高得点を獲得した提案者を、本業務の優先交渉権者とし、委託契約の締結について交

渉を行う。 

・交渉の結果、合意に達しない場合は次点者と交渉を行う。 

・審査の結果、最高得点を獲得した提案者が２者以上あった場合は、「企画提案の適切

性」の得点が高い提案者を上位とする。 

・「企画提案の適切性」の得点についても同点であった場合は、「業務提案内容」の得点

が高い提案者を上位とする。 

・上記によってもなお優先交渉権者を決定できない場合は、審査委員の合議により、上位

となる提案を決定する。 

・最低基準点は６０点×審査委員数とし、当該最低基準点を下回る場合は失格とする。 

（３） 審査結果の通知 

・審査結果はすべての提案者に書面で通知する。 

・審査結果に対する一切の事項についての質問、異議申し立ては受け付けないものとする。 

・審査結果通知発送予定日：令和８年６月９日（火）予定 

（４） 審査結果の公表 

・契約後、審査結果をホームページで公表する。 

・契約締結予定日：令和８年６月１２日（金）予定 

 

１２ 提出期限と部数 

持参又は郵送にて次のとおり提出すること。 
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（１） 提出部数及び期限 ※提出期限必着 

① 参加表明に必要な書類 

【提 出 期 限】   令和８年５月１１日（月）午後５時 

【提出書類・部数】 プロポーザル参加表明書（様式１）  １部 

提案者の概要（会社概要）（様式２）  １部 

提案書の提出者に要求される参加資格（様式３） １部 

参加資格を証する書類    １部 

② 提案審査に必要な書類 

【提 出 期 限 】  令和８年６月１日（月）午後５時 

【提出書類・部数】 企画提案書≪正本≫（様式４，６，７，８） １部 

企画提案書≪副本≫（様式５，６，７，８） ５部 

見積書（様式自由）       １部 

（２） 提出先 

〒２４３－０３９２ 神奈川県愛甲郡愛川町角田２５１番地１ 

愛川町役場 総務部 政策秘書課 

 

１３ 不適格事項 

次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とする。 

（１）提案者が２つ以上の提案書を提出したとき。 

（２）提案者が他人の提案の代理をしたとき。 

（３）提出書類が提出期限を過ぎて提出されたとき。 

（４）提出書類に虚偽の記載があったとき。 

（５）上記で定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等があったとき。 

 

１４ 提案の辞退 

参加表明後に提案書の提出を行わないことを決定した場合、辞退届（様式自由）を早急に提

出すること。なお、参加表明後１０日を過ぎた場合は、原則辞退は認めないものとする。ま

た、辞退したことによる今後の入札参加等への不利益は発生しないものとする。 

 

１５ 関係資料一覧 

町ホームページにて、観光・産業連携拠点づくり事業についての説明を公開する。 

なお、関連する資料等については、以下の通り。 

（１）観光・産業連携拠点づくり事業構想 

（２）観光・産業連携拠点づくり事業基本計画(平成29年度) 

（３）観光・産業連携拠点づくり事業基本計画の見直し(平成30年度) 

（４）観光・産業連携拠点づくり事業基本計画内容(令和元年度) 

（５）観光・産業連携拠点づくり事業基本計画(令和7年度) 

（６）案内図 

（７）平面図 
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（８）測量範囲図 

（９）基準点網図 

 

１６ その他 

（１）プロポーザルの参加に要する費用については、各提案者の負担とする。 

（２）参加表明書及び企画提案書の提出後においては、原則として提出書類に記載された内容

の変更を認めない。また、提案書に記載された事項については、仕様書として扱うもの

とする。 

（３）提出書類に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、長期入

院、退職、死亡などきわめて特別でやむを得ない場合には、当該技術者と同等以上の担

当者と発注者が認める者に限り変更することができる。 

（４）契約者以外の提案書は返却せず、発注者が破棄する。 

（５）契約者が提出した書類については、愛川町情報公開条例等の法令に基づき公開の対象となる。 



令和８年度 観光・産業連携拠点整備基本設計等業務委託プロポーザル評価基準 

 

区分 提案項目 評価項目 評価の視点 配点 

業務実施

の確実性 

業務実施

体制 
実施体制の妥当性 

業務を進めるために必要な人員を配置し

た体制が確保できているか 
１０点 

担当者の

実績等 

管理技術者の実績 
本業務を適切に遂行する経験、ノウハウを

有しているか 
５点 

主たる担当技術者の実績 
本業務を適切に遂行する経験、ノウハウを

有しているか 
５点 

企画提案

の適切性 

業務実施

方針 

実施方針の妥当性 

本業務の背景を理解し、業務の目的や趣旨

に照らし合わせて、妥当な業務フロー等が

示されているか 

１０点 

業務工程の妥当性 

本業務の特性を踏まえ、詳細な業務工程や

工程管理上のリスク対策、工程の短縮など

の提案があるか 

１５点 

業務提案

内容 

提案内容の

妥当性、具

体性、実効

性 

基本設計業務 

・基本計画が示すコンセプトに沿った設計

の提案となっているか 

・ランニングコスト等、将来を見据えた設

計の考え方が示されているか 

１５点 

測量業務 

・連動する他業務との兼ね合いにおいて、

効率的な業務の提案がされているか 

・測量範囲図に示す以外の測量が必要とな

った場合の対策等が記載されているか 

・測量士の実務経験は豊富か 

５点 

都市計画決定図

書作成支援業務 

・連動する他業務との兼ね合いにおいて、

効率的な業務の提案がされているか 

・都市計画決定図書作成に係る実績は豊富

か 

５点 

水質調査業務 

・調査の実施方法について、効率的かつ具

体的な提案がされているか 

・水質調査業務に係る実績は豊富か 

５点 

関係者協議支援 協議への出席についての提案があるか ５点 

・その他の提案 
業務の効果を高めるその他の有益な提案

があるか 
１０点 

見積 

価格 

全参加者の見積価格（税抜）の平均額（千円未満切捨て）に対し、次の指標により配点す

る。 

10点：平均額に対して見積価格が 15％超低い 

 8点：平均額に対して見積価格が 5％超 15％以下低い 

 6点：平均額に対して見積価格が上下 5％以内 

 4点：平均額に対して見積価格が 5％超 15％以下高い 

 2点：平均額に対して見積価格が 15％超高い 

※参加者が 1者の場合は 6 点とする。 

１０点 

 


